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(57)【要約】
【課題】スライドショー表示中の各静止画画像表示中に
好適な音声データを簡単に再生することができる画像表
示装置を提供することを目的とする。
【解決手段】画像表示装置は、記録媒体に記録された静
止画画像データと、記録媒体に記録された音声データと
を読み出す記録媒体入力／出力インターフェース１０と
、記録媒体入力／出力インターフェース１０により読み
出された静止画画像データを再生する静止画画像データ
再生部２１と、静止画画像データ再生部２１により再生
された静止画画像を出力する静止画画像出力部２２と、
記録媒体入力／出力インターフェース１０により読み出
された音声データを再生する音声データ再生部３１と、
音声データ再生部３１により再生された音声を出力する
音声出力部３２とを備えている。静止画画像データと音
声データは、記録媒体において、直に紐付けされている
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された静止画画像データと、前記記録媒体に記録された音声データとを
読み出す読出し部と、
　前記読出し部により読み出された前記静止画画像データを再生する静止画画像データ再
生部と、
　前記静止画画像データ再生部により再生された静止画画像を出力する静止画画像出力部
と、
　前記読出し部により読み出された前記音声データを再生する音声データ再生部と、
　前記音声データ再生部により再生された音声を出力する音声出力部とを備え、
　前記静止画画像データと前記音声データは、前記記録媒体において、直に紐付けされて
いる、画像表示装置。
【請求項２】
　前記静止画画像再生部は、前記記録媒体に記録された複数の静止画画像データの中から
ユーザにより選択された被選択静止画画像データを再生する、請求項１記載の画像表示装
置。
【請求項３】
　前記静止画画像再生部は、ユーザにより指定された再生順序に従って前記被選択静止画
画像データを再生する、請求項２記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記静止画画像再生部は、断続的に所定の時間間隔で前記被選択静止画画像データを再
生する、請求項３記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記静止画画像出力部は、前記記録媒体に記録されている前記静止画画像データの一覧
を出力し、
　前記静止画画像データの一覧から各前記静止画画像データに対して前記記録媒体に記録
された所定の音声データが直に紐付け可能である、請求項１～４のいずれか１つに記載の
画像表示装置。
【請求項６】
　前記静止画画像出力部は、前記記録媒体に記録されている前記音声データの一覧を出力
し、
　前記音声データの一覧から前記所定の音声データが選択される、請求項５記載の画像表
示装置。
【請求項７】
　前記読出し部が互いに紐付けられた前記静止画画像データと前記音声データとを対応付
けて読み出し、
　前記静止画画像出力部が前記静止画画像データ再生部により再生された静止画画像を出
力すると同時に、前記音声出力部は前記音声再生部により再生された音声を出力する、請
求項１～６のいずれか１つに記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記静止画画像データの選択情報および再生順序ならびに紐付け情報を含むユーザ設定
データを前記記録媒体に記録させるために出力する出力部をさらに備え、
　前記読出し部は、前記記録媒体に記録された前記ユーザ設定データを前記記録媒体から
読み出す、請求項３または請求項４記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に記録されている静止画画像データのスライドショー実行時に、表
示している静止画画像データに紐付けされた音声データを同時に再生することができる画
像表示装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、小売店の店内広告などにおいて画像表示装置（例えば液晶テレビ）をデ
ジタルサイネージ(電子看板)に利用するケースが多くなってきている。
【０００３】
　例えば、小売店などではネットワークなどとの接続をせず、画像表示装置がスタンドア
ローンでデジタルサイネージへの利用が可能であり、静止画画像データをスライドショー
で表示させることが主流である。このため、画像表示装置は音声データを再生する機能も
求められるが、単純に音声データをループ再生しながらスライドショーを表示させるだけ
では再生中の音声データと表示している静止画画像データとがそぐわない状況が起こり得
る。
【０００４】
　このような問題を解決するために、音声データと静止画画像データとを間接的に紐付け
し、スライドショーの実行中における各静止画画像データの表示開始時に音声データを切
り替える装置が提案されている(例えば特許文献１参照)。
【０００５】
　特許文献１に記載の装置では、スライドショー表示制御に係る画像情報それぞれに対応
付けられた付属情報を抽出し、付属情報に基づいてイベント情報データベース内から対応
するイベント情報を決定する。そして、イベント情報に基づいて各スライドショーに対応
する楽曲情報を決定し、スライドショーの実行中にそのスライドショーに対応して決定さ
れた楽曲を出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－７５６９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、スライドショーは所定の時間間隔で行なわれるものであり、特許文献１
に記載の装置では、例えば、楽曲情報が店内の商品説明などであった場合、楽曲情報の長
さによっては説明の途中で静止画画像が切り替わる可能性がある。さらに、特許文献１に
記載の装置では、ユーザがイベント情報データベースを作成する必要があるため、簡単な
設定が求められるデジタルサイネージなどへの利用は全く考慮されていない。
【０００８】
　そこで、本発明は、スライドショーの実行中における各静止画画像表示中に好適な音声
データを簡単に再生することができる画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る画像表示装置は、記録媒体に記録された静止画画像データと、前記記録媒
体に記録された音声データとを読み出す読出し部と、前記読出し部により読み出された前
記静止画画像データを再生する静止画画像データ再生部と、前記静止画画像データ再生部
により再生された静止画画像を出力する静止画画像出力部と、前記読出し部により読み出
された前記音声データを再生する音声データ再生部と、前記音声データ再生部により再生
された音声を出力する音声出力部とを備え、前記静止画画像データと前記音声データは、
前記記録媒体において、直に紐付けされているものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、読出し部と、静止画画像データ再生部と、静止画画像出力部と、音声
データ再生部と、音声出力部とを備え、静止画画像データと音声データは、記録媒体にお
いて、直に紐付けされているため、互いに直に紐付けられた静止画画像データと音声デー
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タとを読み出すことで、スライドショーの実行中における各静止画画像表示中に好適な音
声データを簡単に再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係る画像表示装置のブロック図である。
【図２】静止画画像データと音声データの紐付けを設定する場合の一例を示す説明図であ
る。
【図３】静止画画像データと音声データの再生イメージを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜実施の形態＞
　本発明の実施の形態について、図面を用いて以下に説明する。図１は、本発明の実施の
形態に係る画像表示装置のブロック図である。画像表示装置は、記録媒体（図示省略）と
接続される記録媒体入力／出力インターフェース１０と、静止画画像データ入力部２０と
、静止画画像データ再生部２１と、静止画画像出力部２２と、音声データ入力部３０と、
音声データ再生部３１と、音声出力部３２と、ユーザ設定データ作成部４０と、ユーザ設
定データ出力部４１と、ユーザ設定データ入力部４２とを備えている。
【００１３】
　記録媒体入力／出力インターフェース１０は、記録媒体に記録された静止画画像データ
と音声データとを入力する（読み出す）記録媒体データ入力部１１と、後述するユーザ設
定データを記録媒体に記録させるために出力する、または記録媒体に記録されたユーザ設
定データを入力する（読み出す）ユーザ設定データ入力／出力部１２とを備えている。
【００１４】
　ここで、記録媒体としては、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕ
ｓ）、フラッシュメモリ、ＵＳＢ－ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）、ＳＤ（
Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）、メモリカード（ＳＤＨＣ／ＳＤＸＣを含む）などが採
用可能であるが、画像表示装置で読み出し／記録が可能な記録媒体であればよいため、特
に指定しないものとする。
【００１５】
　静止画画像データ入力部２０は、記録媒体データ入力部１１により読み出された静止画
画像データを静止画画像データ再生部２１へ出力する。静止画画像データ再生部２１は、
静止画画像データ入力部２０から出力された静止画画像データを再生する。静止画画像出
力部２２は、静止画画像データ再生部２１により再生された静止画画像を出力（表示）す
る。
【００１６】
　音声データ入力部３０は、記録媒体データ入力部１１により読み出された音声データを
音声データ再生部３１へ出力する。音声データ再生部３１は、音声データ入力部３０から
出力された音声データを再生する。音声出力部３２は、音声データ再生部３１により再生
された音声を出力する。
【００１７】
　ユーザ設定データ作成部４０は、ユーザによって設定されるユーザ設定データを作成す
る。ここで、ユーザ設定データは、再生する静止画画像データの選択情報、再生する静止
画画像データの再生順序、静止画画像データと音声データの紐付け情報を含むデータであ
る。ユーザ設定データ出力部４１は、ユーザ設定データ作成部４０により作成されたユー
ザ設定データをユーザ設定データ入力／出力部１２へ出力する。ユーザ設定データ入力部
４２は、記録媒体から読み出されたユーザ設定データを静止画画像データ入力部２０と音
声データ入力部３０へ出力する。
【００１８】
　なお、記録媒体データ入力部１１とユーザ設定データ入力／出力部１２が読出し部に相
当し、ユーザ設定データ入力／出力部１２が出力部に相当する。
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【００１９】
　次に、画像表示装置の動作について説明する。スライドショーが開始されると、記録媒
体データ入力部１１は、記録媒体から互いに直に紐付けられた静止画画像データと音声デ
ータとを対応付けて読み出す。記録媒体から読み出された静止画画像データが静止画画像
データ入力部２０へ入力され、静止画画像データ入力部２０は静止画画像データを静止画
画像データ再生部２１へ出力する際、ユーザ設定データ入力部４２から出力されるユーザ
設定データを参照する。
【００２０】
　記録媒体データ入力部１１は、ユーザ設定データにおいてユーザにより設定された選択
情報および再生順序などの設定に従って静止画画像データを出力する。静止画画像データ
再生部２１は、静止画画像データ入力部２０から出力された静止画画像データを逐次再生
する。
【００２１】
　ここで、静止画画像データ入力部２０に入力される静止画画像データのファイル形式と
しては、例えばＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒ
ｏｕｐ）、ＰＩＮＧなどが採用可能であるが、静止画画像データ再生部２１で再生可能な
形式であればよいため、特に指定しないものとする。
【００２２】
　また、記録媒体から読み出された音声データが音声データ入力部３０へ入力され、音声
データ入力部３０は音声データを音声データ再生部３１へ出力する際、ユーザ設定データ
入力部４２から出力されるユーザ設定データを参照する。
【００２３】
　ユーザ設定データにおいてユーザにより静止画画像データと音声データの紐付け情報が
設定されている場合、音声データ入力部３０は、ユーザ設定データの紐付け情報に従って
紐付けされた（所定の）音声データを音声データ再生部３１へ出力する。音声データ再生
部３１は音声データを再生し、音声出力部３２は、静止画画像出力部２２により表示され
る静止画画像と同時に、音声データ再生部３１により再生された音声を出力する。
【００２４】
　ここで、音声データ入力部３０に入力される音声データのファイル形式としては、ＭＰ
３（ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）、ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ
　Ｃｏｄｉｎｇ）などが採用可能であるが、音声データ再生部３１で再生可能な形式であ
ればよいため、特に指定しないものとする。
【００２５】
　次に、図２を用いて静止画画像データと音声データの紐付け設定について説明する。図
２は、静止画画像データと音声データの紐付けを設定する場合の一例を示す説明図である
。記録媒体が画像表示装置（より具体的には記録媒体入力／出力インターフェース１０）
に接続されると、記録媒体データ入力部１１が記録媒体から読み出した静止画画像データ
を静止画画像データ入力部２０と静止画画像データ再生部２１を介して出力し、静止画画
像出力部２２は静止画画像データの一覧をサムネイル表示する。
【００２６】
　例えば、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）上にサムネイ
ル表示された静止画画像データの一覧５０ａ，５０ｂを表示させて、画像表示装置のリモ
コン操作などによってユーザ自身で操作が可能であるものとする。１つの静止画画像デー
タの選択中に所定のキー操作によって、静止画画像出力部２２は、音声データの一覧のサ
ブウインドウ６０を表示する。ユーザは選択中の静止画画像データに対して好適な音声デ
ータを選択し、所定のキー操作を行なうことで静止画画像データと音声データの紐付けが
完了する。
【００２７】
　ここで、図２において音声データの一覧のサブウインドウ６０には、「音声データ１．
ＸＸＸ」と「音声データ２．ＸＸＸ」が表示されているが、ＸＸＸには例えば、音声デー
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タに関するタイトルなどが表示される。
【００２８】
　紐付けされた静止画画像データと音声データはユーザ設定データ作成部４０によって所
定の形式でファイル化（例えばテキストファイル）され、ユーザ設定データ作成部４０に
よって作成されたユーザ設定データは、ユーザ設定データ出力部４１によって記録媒体入
力／出力インターフェース１０内のユーザ設定データ入力／出力部１２へ出力され、ユー
ザ設定データ入力／出力部１２により記録媒体に記録される。
【００２９】
　このため、例えば、画像表示装置と記録媒体の接続が解除されたとしても、再度接続を
行なった際に記録媒体からユーザ設定データの読み出しが可能となり、ユーザ設定データ
を再設定するなどの煩わしい作業が発生することもなく、かつ、他の装置を接続させるこ
となく、スタントアローンでユーザにとって好適な静止画画像データと音声データの紐付
けが可能となる。
【００３０】
　なお、静止画画像出力部２２が音声データの一覧を出力する代わりに、例えば、音声出
力部３２が音声データの触りの箇所などを順番に出力することで、ユーザに好適な音声デ
ータを選択させてもよい。
【００３１】
　次に、図３を用いて静止画画像データと音声データの再生タイミングについて説明する
。図３は、静止画画像データと音声データの再生イメージを示す説明図である。静止画画
像データ再生部２１は、記録媒体に記録された複数の静止画画像データの中から選択され
た静止画画像データを指定された再生順序に従って、断続的に所定の時間間隔で再生する
。静止画画像出力部２２は、静止画画像データ再生部２１により再生された静止画画像を
表示する。ここで、ｔ１は音声８０ａの再生終了時刻、ｔ２は音声８０ｂの再生終了時刻
、ｔ３は音声８０ｃの再生終了時刻、ｔ４は音声８０ｅの再生終了時刻である。
【００３２】
　静止画画像７０ａの再生時に静止画画像７０ａと紐付けされた音声８０ａが同時に再生
される。時刻ｔ１において、静止画画像７０ａと音声８０ａの再生が終了するとともに、
静止画画像７０ｂと、静止画画像７０ｂと紐付けされた音声８０ｂが同時に再生される。
時刻ｔ２において、静止画画像７０ｂと音声８０ｂの再生が終了するとともに、静止画画
像７０ｃと、静止画画像７０ｃと紐付けされた音声８０ｃが同時に再生される。
【００３３】
　時刻ｔ３において、静止画画像７０ｃと音声８０ｃの再生が終了するとともに、静止画
画像７０ｄが再生されるが、静止画画像７０ｄには音声データの紐付けが設定されていな
いため、静止画画像７０ｄのみが所定の表示時間で再生される。静止画画像７０ｄの再生
が終了したとき、静止画画像７０ｅと、静止画画像７０ｅと紐付けされた音声８０ｄが同
時に再生される。時刻ｔ４において、静止画画像７０ｅと音声８０ｄの再生が終了する。
【００３４】
　以上のように、本実施の形態に係る画像表示装置では、記録媒体データ入力部１１と、
静止画画像データ再生部２１と、静止画画像出力部２２と、音声データ再生部３１と、音
声出力部３２とを備え、静止画画像データと音声データは、記録媒体において、直に紐付
けされているため、互いに直に紐付けられた静止画画像データと音声データとを読み出す
ことで、スライドショーの実行中における各静止画画像表示中に好適な音声データを簡単
に再生することができる。
【００３５】
　静止画画像データ再生部２１は、記録媒体に記録された複数の静止画画像データの中か
らユーザにより選択された被選択静止画画像データを再生するため、再生させる静止画画
像をユーザの好みで自由に選択することができる。
【００３６】
　静止画画像データ再生部２１は、ユーザにより指定された再生順序に従って被選択静止
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画画像データを再生するため、再生させる静止画画像の再生順序をユーザの好みで自由に
指定することができる。
【００３７】
　静止画画像データ再生部２１は、断続的に所定の時間間隔で被選択静止画画像データを
再生するため、スライドショーの実行中に再生させる静止画画像と再生順序をユーザの好
みで自由に選択することができる。
【００３８】
　静止画画像出力部２２は、記録媒体に記録されている静止画画像データの一覧を出力し
、静止画画像データの一覧から各静止画画像データに対して記録媒体に記録された所定の
音声データが直に紐付け可能であるため、表示させる静止画画像に対して好適な音声デー
タを他の装置と接続させることなく、スタンドアローンで紐付けを行うことができる。
【００３９】
　静止画画像出力部２２は、記録媒体に記録されている音声データの一覧を出力し、音声
データの一覧から所定の音声データが選択されるため、ユーザは音声データの一覧を参照
して静止画画像データと音声データの紐付けを簡単に行うことができる。
【００４０】
　記録媒体データ入力部１１が互いに紐付けられた静止画画像データと音声データとを対
応付けて読み出し、静止画画像出力部２２が静止画画像データ再生部２１により再生され
た静止画画像を出力すると同時に、音声出力部３２は音声データ再生部３１により再生さ
れた音声を出力するため、スライドショーの実行中における各静止画画像表示中にユーザ
にとって好適な音声データを再生することができる。
【００４１】
　静止画画像データの選択情報および再生順序ならびに紐付け情報を含むユーザ設定デー
タを記録媒体に記録させるために出力するユーザ設定データ入力／出力部１２をさらに備
え、ユーザ設定データ入力／出力部１２は、記録媒体に記録されたユーザ設定データを記
録媒体から読み出すため、画像表示装置の電源をオフにした場合でも、再度電源をオンに
することで記録媒体からユーザ設定データの読み出しを行うことができ、電源オフ前のユ
ーザ設定データに従って静止画画像と音声を再生することができる。
【００４２】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変形、省略すること
が可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１１　記録媒体データ入力部、１２　ユーザ設定データ入力／出力部、２１　静止画画
像データ再生部、２２　静止画画像出力部、３１　音声データ再生部、３２　音声出力部
。
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